
当協会支部は、大阪中央労働基準監督署の指導と援助の

もとに労働基準法、労災保険法施行とともに発足し、労働基

準行政の運営に協力しながら発展して現在に至っています。

当協会支部は、この監督署との橋渡し役として、また、会員

各位の研鑽、情報交換、異業種交流の場として、各事業をさ

らに充実するために、会員の拡大を図っております。

まだ、ご加入いただいていない事業場におかれましては、

趣旨をご理解いただき、是非ご入会いただきますようご案

内申し上げます。
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